
 

 

 

令和７年１２月市議会定例会議 

建 設 水 道 常 任 委 員 会 資 料 

 

目  次 

議案第１０９号 令和７年度福島市一般会計補正予算（第４号）中、建設部所管分 

〇道路保全課 
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〇河川課 
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専決第２１号 損害賠償の額の決定並びに和解の件  …  ６項 

専決第２３号 損害賠償の額の決定並びに和解の件  …  ７項 

専決第２４号 損害賠償の額の決定並びに和解の件  …  ８項 
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8 款 土木費 2 項 道路橋りょう費

目

細　　目

歳　入 　　－

歳　出 　

〇街灯維持費

　・１灯あたりの単価算出方法　

　

　　　　

※調整単価(ー)が年々減少     ※賦課金単価(＋)が年々増加

・政府補助金(電気・ガス料金負担軽減支援事業)実施状況　
　　Ｒ５ 12か月（4～3月検針）

Ｒ６ 9か月 （4～6月、8～10月、2～3月検針）

Ｒ７ 4か月 （4月、8～10月検針）

・光熱水費支払実績　
Ｒ５ 88,262千円

Ｒ６ 98,248千円

Ｒ７ 53,156千円  ※10月末時点

-           5,000       

　今般の世界情勢の影響により国際的にエネルギー価格が高騰し、また再エネ賦課金の増加と政府補助金の減少により電気料金が上昇してい
ることから、街路灯・照明灯に係る光熱水費について、追加経費を計上するもの。

道 路 保 全 課

P 21

-           5,261       
補正予算説明書

-           

-           
ー

道路維持費 108,138     5,000        113,138     

3 道路維持費 1,806,493   5,261        1,811,754   

（ 単位 ： 千円 ）

補正前の額 補正額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳

説　　　明
国県支出金 地方債 その他 一般財源

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
月額 6,755 5,825 6,621 7,785 7,319 6,820 8,006 7,947 7,802 8,027 7,702 7,653
累計 6,755 12,580 19,201 26,985 34,304 41,124 49,130 57,076 64,879 72,906 80,608 88,262
月額 7,508 8,111 8,408 8,889 8,872 7,449 7,749 8,175 8,749 8,878 7,686 7,774
累計 7,508 15,619 24,027 32,917 41,788 49,238 56,986 65,161 73,910 82,788 90,474 98,248
月額 8,098 8,508 8,093 7,838 7,043 6,713 6,863 9,069 9,069 9,069 9,069 9,070
累計 8,098 16,605 24,699 32,537 39,580 46,293 53,156 62,225 71,294 80,363 89,433 98,502

支払額

R5

R6

R7

電灯料金 ＋ 需用家料金 ＋ 燃料 ＋ 再生可能エネルギー
(定額) (定額) 調整単価 発電促進賦課金単価

(毎月変動) (毎年変動)

 燃料の取引価格
 に応じて変動

（単位：千円）

光熱水費 計 国・県 起債 その他 一般財源

現計予算 93,502 93,502 - - - 93,502

実　施 98,502 98,502 - - - 98,502
補　正 5,000 5,000 - - - 5,000

区　分
財源内訳事業費内訳

摘　　要

街路灯、照明灯に係る電気料

《参考》　
　燃料調整単価(平均値)　 単位:円 　再エネ発電促進賦課金単価　 単位:円

LED灯 蛍光灯 照明灯 LED灯 蛍光灯 照明灯
～10W 20～40W 100W～ ～10W 20～40W 100W～

R5 -35.6 -142.3 -355.9 R5 5.40 21.75 54.38
R6 -35.2 -140.9 -352.2 R6 13.56 54.22 135.55
R7 -34.9 -139.4 -348.4 R7 15.46 61.83 154.58

年　度 年　度
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8款 土木費 3項 河川費 （  単位：千円 ）

目

細目

2

○ 河川土砂浚渫事業費（河川土砂浚渫事業）

　市で管理する準用河川、普通河川の浸水対策及び環境保全を図るため、緊急浚渫推進事業債を活用し、土砂浚渫・伐木等の適切な

維持管理を行う。

事業実施箇所

1 6

2 7

3 8

4 9

5 10

事業費
(千円)

L=500.0m

L=100.0m

L=200.0m

4,000   

2,000   

5,000   

No

L=20.0m

L=120.0m

普通河川　松塚川

普通河川　音坊川

普通河川　下浅川

普通河川　清水川

河川名 延長

普通河川　内川

No

L=200.0m 1,500   

L=300.0m

事業費
(千円)

地区

北信

渡利

北信

北信

河川維持費

補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳

-       

72,778  30,000  

-河川災害緊急対策事業費

説 明
地 方 債 そ の 他 一 般 財 源国県支出金

102,778 30,000  

河 川 課

- - 補正予算説明書
歳入　P 8
歳出　P22-

-

地区

500     

1,200   

-       30,000  30,000  30,000  

L=300.0m 6,000   準用河川　胡桃川

河川名

2,800   

延長

L=160.0m

3,000   

準用河川　耳取川

準用河川　くるみ川

吾妻

信夫

信夫

松川普通河川　渋川

普通河川　大堀川吾妻 4,000   L=190.0m 松川

委託料 工事請負費 計 国・県 起債 その他 一般財源

現計予算 - - - - - - -

実　施 - 30,000 30,000 - 30,000 - -

補　正 - 30,000 30,000 - 30,000 - -

区分
事業費内訳 財源内訳

摘　　要
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河　　川　　課

④渋川

③胡桃川

⑤大堀川

②くるみ川

①耳取川

位置図
N

実施予定河川

凡　　　　　　例

①耳取川 ②くるみ川 ④渋川③胡桃川

国道４号

阿武隈川

↑

国道１３号

西道路

東北道

⑤大堀川
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河　　川　　課

⑥内川

⑧音坊川

⑦松塚川

⑨下浅川 ⑩清水川

N

実施予定河川

凡　　　　　　例

位置図

⑦松塚川⑥内川 ⑧音坊川

⑩清水川

東北道

国道４号

阿武隈川

←

⑨下浅川
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事故発生場所（位置図） 事故現場（全景） 事故現場（拡大） 
 
 

被害状況 

（議案書 Ｐ．８０） 

専決第２１号 損害賠償の額の決定並びに和解の件   

 

１ 事故発生の日時   令和７年８月２日（土）午後３時頃 

２ 事 故 状 況 等   市道大森越・八幡山線の法面に生えていた枯木が倒れ、福島市松川町字産子内１番地の１（特別養護老人ホーム 

ロング・ライフ敷地内）地内のフェンスの一部を破損した。 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  路 政 課 

事故発生状況（平面図） 

市道大森越・八幡山線 

倒木箇所

 

破損箇所 

事故発生状況（断面図） 

事故発生場所 

舗装部 

法面 

側溝 

法面 

舗装部 側溝 

倒木直径 

約 30センチ 

車道幅員 

4.0ｍ 

車道幅員 

4.0ｍ 

特別養護老人ホーム 

ロング・ライフ 

高

さ

1.5

ｍ 

幅 2.0ｍ 

松川町美郷 
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事故発生場所（位置図） 事故現場（全景） 事故現場（拡大） 

負傷箇所 

（議案書 Ｐ．８２） 

専決第２３号 損害賠償の額の決定並びに和解の件   

 

１ 事故発生の日時   令和５年１２月２５日（月）午前５時頃 

２ 事 故 状 況 等   相手方が、福島市南沢又字上原６９番１地先（市道泉・萱場線路上）を歩行中、無蓋側溝に転落し、転倒した際

に顔面を負傷した。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

路 政 課    

事故発生状況（平面図） 事故発生状況（断面図） 

市道泉・萱場線 

事故発生場所 

無蓋側溝 

内径：約３７cm 

深さ：約３２cm 

進行方向 

事故発生場所 

福島刑務所 

皮下出血(青あざ) 

一級河川 
松川 

事故発生場所 

道路 

側溝 

道路 側溝 

フェンス 

隣接地 

建物 

隣接地建物 フェンス 
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（議案書 Ｐ．８３） 

専決第２４号 損害賠償の額の決定並びに和解の件   

 

１ 事故発生の日時   令和７年５月１２日（月）午前１０時頃 

２ 事 故 状 況 等   相手方車両が、福島市笹木野字北萱場２７番６地先（市道鳥川・大笹生線路上）を走行中、道路法面の樹木の枝

が相手方車両に落下し、ドアパネル等を破損した。 

 

路 政 課 

       

2.410m

2.490m

本宮方面

3.000m
3.000m

1.000m
1.000m

8.000m

9.435m

山形方面損傷個所トラックの高さH＝３.７１0m

事故発生場所

法面

進行方向

事故発生場所

ドアパネルの傷

事故車両（トラック）

Ｌ＝約２．５ｍ

本宮方面

一級河川

松川

市
道
鳥
川
・
大
笹
生
線

フェンダーの傷

大笹生上野寺

福島市

西部体育館

市営住宅

北萱場団地

▼事故発生場所（位置図） ▼事故現場（全景） ▼発生状況（平面図）

▼事故現場（落下枝の一部）▼被害状況▼被害状況
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